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② その他(共 通支配 下類似)

当該 プロジェク トにおける小生の調査研 究は、前年に引き続 き連結会計、連結納

税 、減損会計に焦点 を絞 って進行 中である。

「医療機 関の業績評価」

木 下 照 嶽

1.業 績 測 定 と評 価 の 必 要性

医療技術 が、加速度的 に発展す る時代 に入 った超高齢社会 においては、医療機 関

の経営 あるいは医療 サー ビスに関 して、 コス トを抑制 しなが ら、サー ビスの質 を向

上 させ るこ とが最 も大切 な課題 となる。今 日のよ うな超高齢化社会 において、医療

機 関の経 営者 に とっては もちろんの こと資金提供者 としての国家 ・サー ビス受益者

としての患者 のいずれに とって もその意義は大 きい。

医療技術 の向上 は、新 しい医療 の開発が進み、 医療現場へ導入 され ると、設備 投

資やひ いては減価償却費 の負担 と、新 しい器機 に対応 可能 なスタッフが必要 となる

ことか ら、医療機 関相互 の間 に、経営上大きな差異が生 じる。

しか し、他面において、過去には治療不可能 とされた諸種 の疾 患 も根治 され る こ

とになるが、国の医療費の増加 と患者側の負担増 は、避 けて通れ ない問題 であ る。

こ うした ことか ら、一面において医療機 関の健全 な経営のための医療機器 、ス タッ

フな どの コス トの管理 と、医療サー ビスに対す る患者側 のニー ズに十分応 えるとい

う質の向上 に関 して、その業績の評価 が必要 とな る。

具体的には経営資金 の獲i得、投下資本 の効率的活用、 さ らにそ うした機 能を有効

に支援 す る会計 システ ムの役割が大切 となる。

さらに業績測定 ・評価 は、資金 、スタッフ、資産 、時間 とい う経営資源 を有効 に

活用す るには、必要 とされ るコス トの管理 とい うことがその前提 とな る。

企業における業績評価 は、一般 に(1)絶 対額 としての売上、利益(売 上総利益、

営 業利益 、経常利益 な ど)、(2)経 営分析 で用 い られ て諸種 の経営比率(資 本利益

率、売上利益率 、資本 回転率 な ど)、(3)経 済性 、効率性 、有効性 な どの資源 の制

約 、資源の効率的運用、成果の達成度 な どが、その特質 とされ る。
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2.業 績 測 定 ・業 績 評 価 の 技 法

業績 の測定は、経営機能 の中で最 も重要な領域 の問題 である。

経営者 は一般 に 自己が測定 させ る方法に従 って、行動 し、評価 され、報酬 を受 け

る。そ の場合 、多 くの質的、量的測定が有効 となる。 業績測定は、一般的能力 、意

志決定能力、問題解決等 が評価 され る。ヘル スケア組織 では、幾つ かの異なる業績

測定を利用 して、その評価 に偏 り(例 えば、利益 を優先 して、 日常業務 をお ろそか

にす る)を 無 くす よ うに しな くてはな らない。

業績測定は、以下の特質 を持 つ ことが必要 とされ る{11。

ω 組織の 目標 と目的を反映す るよ うにつ くられ る。

② 顧客の識別。

(3}詳 細で理解可能な こと。すなわち、測定可能な単位 による質的測定が可能であ

る。

(4}組 織単 位 間の調和 の とれた経営活動を促進す る。

⑥ 会計情報 による理解 を反映す るこ と。

業績測定は、責任セ ンター、製 品ライ ン、医師、看護婦 によって提供 され る情報

システ ムが必要 となるが、 こ うした情報の多 くは、個別の患者 の医療 記録、支払請

求お よび会計 システムか ら入手できる。

図1表 は、組織 の中で、業績評価機能 を達成す るのに必要な情報のフ ロー を示 し

ている、業績測定 を有効 に行 うには、図表第1図 に示 され るよ うな、責任会計 シス

テム、業績 の基準 に大 きな影響 を与 えるコス トの管理、 さ らに、差異分析が必要 と

第1図 業績測定 ・評価
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な る。

業績評価 とは、一定期 間の 目標や 目的 と達成 された実績 とを比較 し、評価基準 を

用いてその成果(達 成度)を 測 定 して評価す る ことをさす。 業績評価 は、組織全体

の評価、部/課/係 別評価、経 営管理者/ス タ ッフ/看 護 婦 とい う個人別評価な ど

に分 け られ る。

業績評価 は、昇給 、ボーナス、昇格、降格、減 給、配置転換 な どの、報酬や人事

異動の対象 として運用 され る。 これ によって、組織全体 の活性化 、特定のサー ビス

分野の優劣 、個々人 の資質の見分 け方、能力や意欲 の発見 に大き く貢献す るこ とに

なる。

特 に病院 、ヘル スケア関連 、教育、行政 な ど組織 においては、経営者 が専横 的な

経営に傾 くと、下位 の部門の従業員のモ ラル(士 気)の 喪失 につ なが り、経営 を悪

化 させ ることは、多 くの事例 で示 されている。

業績評価制度で要求 され る最 も基本 的な要素には、以下の ものが含 まれ るf2)。

・評価 され る点を明確 に決 める

・評価 の基準は、組織の 目標 に一致す る業績 に対 して報 い られ る。す なわ ち報酬

が与え られ るよ う配慮 され な くてはな らない。

・業績 は、評価 を行 う人の主観的判 断に全て依存 しないで、はっき りと証明でき

る方法 で測 定 され な くてはな らない。

・評価す る基 準、す なわち どのよ うに して、何 を評価す るかについては、評価 さ

れ る側 に知 らせ な くてはな らない。

・評価 を実施す る人 は、組織 の計画に従 って評価 を行 うことができる監督 と訓練

が必要 とな る。

・業績評価は、評価 され る側 に報告 され、彼等 がその評価 について意見 を述べ合

う機 会 を与えな くてはな らない。

・プ ログラムは、業績 問題 を適正な ものにす るのに適 した ものでな くてはな らな

い し、評価 され る側 の人達 に業績 を改善す るための訓練 と資源 を提供 しな くて

はな らない。

3.イ ギ リス の 業 績 測 定 の 歴 史

イ ギ リス の 国 民 健 康 保 険 制 度(NHS…NationalHealthService)で は 、1983年 に

国家 レベ ル で 、100以 上 の業績 指 標 を使 用 した こ とか ら始 ま っ た。

当 時 は、ヘ ル スケ ア の成 果 とい うよ りは 、 コス トや サー ビス活 動 が 中心 で 、社 会
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的 な 会 計 責 任(Puclicaccountability)で は な くて 、 む し ろ 内 部 統 制(internalcontrol)

を も と に す す め られ た も の で あ っ だ3}。

1991年 の 国 内 市 場 の 展 開 と と も に 、 上 述 の デ ー タ,,は 、 ヘ ル ス サ ー ビ ス 指 標

(HealthServiceIndicators)と 改 称 され 、 そ の 主 張 は 、 行 政 的 、 地 理 的 な も の か ら、

病 院 や そ の 他 の 施 設 へ 移 行 した 。

1992年 のPatient'sCharter(患 者 勲 章)の 成 立 と と も に 、 社 会 的 な 会 計 責 任 を促

進 す るた め の 業 績 デ ー タ ー に利 用 す る 方 向(ヘ ル ス ケ ア の待 ち 時 間 等)へ と 、 そ の

主 張 が 向 く に 到 っ た 。 現 在 、 イ ギ リス で 用 い られ て い る業 績 評 価 法 は 、 第2図 に示

す 通 りで あ るi41。

第2図 質 と業績 の監視 システム
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第2図 はイ ギ リスの公 共 部 門の 時代 に適 応 した計 画 が示 され 、 そ こで は質 と業 績

改 善す な わ ち、 明確 な 国家 基 準 の設 定 、信 頼 で き る地域 社 会 へ の発 信 、新 しい監 視

制度 と業績 評 価 が、 中心的 な項 目とな って い る{51。

・基 準 設 定 一イ ギ リス の優 良 な医 療制 度(TheNationalInstituteforClinicalExcel-

lence…(NICE)は 、指 導 と監 査 を通 じて 、 医療 と費 用 一有 効 性 を高 め 、最 善 の方

法 を提言 す る。

・基 準 の発 信 一医療 の質 と業績 とい う問題 は、 国家 の基 準 と指 導 が 、 専 門職 の 自己

規 制 と生涯 教 育 に よ って、確 か にな る新 しい制度 の も とで 高 め られ る こ とにな る。

・基 準 の監 視 一1999年 に発 足 した業績 評 価 の枠 組 み は 、国 民健 康保 険制 度 の6つ の

活 動 と成 果 の側 面 を取 り上 げ て い る。
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(1)健康の改善 ②利用 の公正性(3)有 効性(4)効 率性(5)患 者/ケ ア経験

⑥健康上の成果
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「環境投資 に関す る諸論 と環境会計」

高 瀬 智 章

これ までに諸研究者 ・機 関が提示 してきた環境会計技 法お よび概念 は、多様性 に

富んでい る。 この点 に関 して、特 に情報 の比較 可能性 を重視す る観 点か ら、環境会

計技法を統一すべ きである とい う考 え方 は根 強い。 また、実務 における環境会計実

施における指針 が必要であ るとい う観点 か らも、環境会計技法 を統一化すべ きであ

る とい う考 え方が強 く支持 され てお り、関連諸機 関等が統一的な環境会計技法 の提

唱 を試み ている。

しか し筆者は、環境会計が有す る多様性 に着 目し、この点 を無視 した環境会計技

法の提唱 ・実施 は適切 ではない と考 えている。すなわち、環境会計技法の統一化は、

情報有用性 を保持す る とは限 らない とい う考 え方である。特 に、企 業の環境問題解

決 に関す る取 り組み(以 下、環境保 全活動 と称 す る)の 多様性、企 業の規模 の多様

性、企業 の経営活動 の多様性等 とい った諸側 面 を考慮 した場合、統一一的な技法 で環

境関連情報 を情報化す るこ とには相 当な困難が伴 うと考 えるか らであ る。

上記の点か ら筆者 は、環境会計 を管理会計の よ うな企業 ごとの情報有用性 を重視

した、多様性 を包含 した技法 として位 置づ けるこ とが重要だ と考 えている。そ して、
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